
介護保険制度における介護予防・日常生活
支援総合事業の実施状況と課題

The Implementation Status and Agendas of the Care Prevention &
Daily Life Support Project in the Elderly-Care Insurance System

久保 英樹・倉田 康路

Hideki KUBO and Yasumichi KURATA

西 九 州 大 学
健康福祉学部紀要
第 ４４ 巻 別 刷

（２０１４）



Abstract

論 文

介護保険制度における介護予防・日常生活
支援総合事業の実施状況と課題

久保 英樹１・倉田 康路２

（１佐賀市東与賀地域包括支援センター、２西九州大学健康福祉学部社会福祉学科）

（平成２５年１０月３１日受理）

The Implementation Status and Agendas of the Care Prevention &
Daily Life Support Project in the Elderly-Care Insurance System

Hideki KUBO and Yasumichi KURATA

Saga-City Higashi-Yoga Town Local Comprehensive Support Center
Department of Social Sciences, Faculty of Health and Social Welfare Sciences, Nishikyushu University

（Accepted: October３１，２０１３）

This report is to study the implementation status and agendas of the care prevention & daily life

support project in the elderly-care insurance system. The care prevention & daily life support project

was created in 2012 in order to build a local comprehensive support system (a system in which local

people can use elderly and medical care comprehensively when needed in their area), and the number

of local governments across the country which are implementing this project is no more than twenty

seven. Among those local governments, Saza Town in Nagasaki Prefecture and Hokuto City in

Yamanashi Prefecture are performing effective care prevention & daily life support projects with their

local characteristics respectively. Saza Town is actively using volunteers to whom the town has pro-

vided training, and Hokuto City is making good use of their various social resources existing in the

city. As a consequence, both local governments are showing the effective results of care prevention.
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Ⅰ．はじめに

こんにち、わが国においては介護保険制度を通じて地

域包括ケアシステムの構築が求められている。地域包括

ケアシステムとは、「ニーズに応じた住宅が提供される

ことを基本とした上で、生活上の安全・安心・健康を確

保するために、医療や介護のみならず、福祉サービスを

含めた様々な生活支援サービスが日常生活の場（日常生

活圏域）で適切に提供できるような地域での体制１）」で

ある。

地域包括ケアシステムを具体的に展開する取組みとの

一つとして、平成２４年の改正介護保険法の施行により「要

支援者と要支援状態となるおそれのある高齢者を対象と

して、介護予防と日常生活への支援とを切れ目なく提供

する仕組み」２）といえる介護予防・日常生活支援総合事

業（以下、「総合事業」という。）が創設された。フォー

マルサービス、インフォーマルサービスの双方からなる

ソーシャルサポートサービスとして期待される総合事業

の果たす役割は大きいものと考えられる。

しかしながら、総合事業を実施している自治体は、平

成２４年度で２７保険者（市町村）３）にとどまる。介護保険

制度において総合事業に対する取り組みが始まったばか

りとはいえ、平成２５年１月時点での全国の市町村数が

１，７１９（このうち介護保険を運営する自治体は１，５８０）４）

であることを考えれば、少数の自治体でしか取り組まれ

ていない事業であり、多くの自治体では総合事業の実施

に向けた具体的な取組みが行われていない状況にある。

本稿では、総合事業に取組んでいる自治体が公表して

いる資料等を参考にしながら、総合事業の実施状況を把

握し、実施上の課題について考察するものである。地域

包括ケアシステムの構築にむけて、今後、各自治が総合

事業に取組むうえでの示唆を得ることとしたい。

Ⅱ．介護予防・日常生活支援総合事業の特徴と
内容

１．介護予防・日常生活支援総合事業の特徴

総合事業は、「地域支援事業において、多様なマンパ

ワーや社会資源の活用等を図りながら、『要支援者・二

次予防事業対象者に対して、介護予防や、配食・見守り

等の生活支援サービス等を、市町村の判断・創意工夫に

より、総合的に提供することができる事業』」５）であり、

「二次予防事業対象者から要支援者になった場合や、要

支援者から二次予防事業対象者になった場合にも、自立

支援が途切れることのないよう、適切なサービスを効果

的に提供する仕組み」６）として位置付けられている。さ

らに実施主体である自治体は、各事業の中において、さ

まざまな工夫を加え、柔軟に事業を組み立てることが可

能であり、地域における互助・インフォーマルな支援の

活用、民間事業者によるシルバーサービスの活用など、

従来の枠組にとらわれないサービスの創出が期待されて

いる事業である。

また、総合事業では、介護保険の軽度認定者のみなら

ず、介護保険の認定を受けるまでには至っていない二次

予防事業対象者（虚弱な高齢者）をも利用対象者として

いること、さらにサービスの担い手については、NPO

法人や地域のボランティアも想定しているところにその

特徴がある。

地域包括ケア研究会（２０１０）が指摘するように、地域

包括ケアシステムの構築をすすめていくうえでは、自

助・互助・共助・公助の役割の見直し７）と、それぞれの

地域におけるそのあり方、特にお互いが支え合うことの

できる「互助」の仕組みを作り上げて行くことが重要で

あり、総合事業はそのことに寄与するものであることが

期待される。

２．介護予防・日常生活支援総合事業の事業範囲と内容

地域支援事業において、総合事業が実施する事業の範

囲は図１のとおりである。

地域支援事業において、総合事業を実施する場合に

は、これまで実施していた事業に加え、要支援者及び二

次予防事業の対象者に対する「予防サービスに係る事

業」、「生活支援サービスに係る事業」、「要支援者介護予

防ケアマネジメント」を新たに実施することとなる。

１）予防サービスに係る事業

予防サービスに係る事業は、要支援者及び二次予防事

業の対象者に対し「訪問型予防サービス」、「通所型予防

サービス」のうち市町村が定めるサービスを行う事業で

ある。

要支援者に対しては、「訪問型予防サービス及び通所

型予防サービス以外の介護予防サービス又は地域密着型

介護予防サービスのうち市町村が定めるサービスを行う

ことができる」８）としており、市町村の判断により、総

合事業にないサービスについては、介護予防サービスの

併用も可能としている。

一方、二次予防事業の対象者に対しては、「通所型予

防サービス」を基本的な対応として定めている。

２）生活支援サービスに係る事業

要支援者及び二次予防事業の対象者に対し、実施され

る事業であり、以下の３つの事業がある。

①栄養の改善を目的とした配食事業

②定期的な安否確認及び緊急時の対応を行う事業

③その他、地域の実情に応じ、予防サービスに係る事

業と一体的に行われる事業

３）要支援者介護予防ケアマネジメント

要支援者（指定介護予防支援又は特例介護予防サービ
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ス計画費に係る介護予防支援を受けているものを除く）

に対して、予防サービスに係る事業、生活支援サービス

に係る事業その他の事業が包括的かつ効果的に提供され

るために行われものである。課題分析の結果を踏まえた

ケアプランが作成され、当該ケアプランに基づいた事業

の実施、事業実施後の再評価が必要とされている。

なお、ケアマネジメントに係る事業として、二次予防

事業対象者についても同様の事業が実施される。二次予

防事業の対象者については、ケアプランの作成の必要が

ない場合には、事業の実施前及び実施後に、事業実施担

当者と情報を共有することにより、ケアプランの作成に

代えることができるとしている（図１における「介護予

防ケアマネジメント業務」に該当）。

Ⅲ．介護予防・日常生活支援総合事業の実施状況

ここでは平成２４年度に総合事業が実施されている全国

２７保険者（市町村）のなかから、長崎県佐々町、山梨県

北杜市の２つの自治体を取上げ、その実施状況を把握す

ることとする。ここで取上げる２つの自治体は「介護予

防・日常生活支援総合事業の手引き」（２０１２）等におい

て具体的な取り組みが紹介されていることなど既に総合

事業に取り組んでいる２７の自治体のなかでも先進的な取

組みを行っている自治体であると判断された。以下、２

つの自治体で実施されている総合事業の特徴（共通点と

相違点）および同事業実施後の変化について厚生労働省

や当該自治体の地域包括支援センター担当者から得られ

た資料等を基づきにまとめてみることにしたい。表１は

注）①「介護予防・日常生活支援総合事業の手引き」みずほ情報総研株式会社、２０１２年、②「高齢者の居
場所と出番をつくるこれからの介護予防 ‐地域づくりによる介護予防の推進‐」（市町村セミナー
資料）厚生労働省老健局老人保健課、２０１２年を基に作成

図１ 介護予防・日常生活支援総合事業の事業範囲

表１ 長崎県佐々町と山梨県北杜市の総合事業

長崎県佐々町 山梨県北杜市

人 口
１３，７４９人

（平成２４年３月３１日現在）
４８，８７４人

（平成２５年４月１日現在）

高齢者人口 ３，０３２人 １５，７１１人

高齢化率 ２２．１％ ３０．８％※１

要介護認定者数 ５４９人 ―

要介護認定率 １８％ １１．３％※１

総合事業の概要

「介護予防ボランティア研修」を受けた６５歳以上の高
齢者が、
①介護予防事業でのボランティア
②地域の集会場などでの自主的な介護予防活動
③要支援者のお宅を訪問して行う掃除・ゴミだしなどの
訪問型生活支援サービス
を実施している。

通所型サービルは、社会福祉協議会、NPO、地域組織、
介護保険事業所などへ委託し実施している。

生活支援サービスは、配色サービスに安否確認の役割
を持たせて実施している。弁当配達業者、ボランティア、
NPO等が連携して実施している。

※１ 平成２４年度の実績
注）①「住み慣れた地域での暮らしを支えたい」（月刊介護保険 No．１９８．）２０１２年、法研、８４頁、②「特集介護予防・日常生活支援総合事業」（ふ
れあいの輪１６９号 Vol．２７ No．２）２０１３年、６‐９頁、みずほ情報総研株式会社、③山梨県北杜市提供資料を基に作成。
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２つの自治体で実施されている総合事業の実施をまとめ

たものである。

１．取組みの特徴

長崎県佐々町の特徴は「住民同士の支え合いによる介

護予防に取り組む地域づくりと団塊の世代の力を活かし

た地域力の向上」９）にむけて実施されているところにう

かがうことができる。

介護保険制度において総合事業が実施される前の平成

２０年度より開始された介護予防ボランティア養成講座の

修了生を中心とした地域活動は、当初８地区で年間８５回

開催、参加延べ人数９３６人であったものが、平成２３年度

には町内全地区（１４地区）で開催されるようになり、実

施回数２２０回、参加延べ人数２，０２４人へと４年間で大幅に

増加している。

長崎県佐々町では、同町が養成したボランティアを総

合事業へ積極的に活用している。ボランティアの活用

は、参加者が最寄りの会場でサービスを利用できるとい

う利点のみならず、地域の実情に合わせた教室展開や、

教室終了後もサービス利用者を地域での見守り活動とし

て継続して支援できることにつながっている。そして、

転入者には地域参加のきっかけとなっていること、教室

開催を通して地域内での介護予防活動の理解が深まる

きっかけにつながっているとされている。

対して山梨県北杜市が実施している総合事業の特徴

は、「総合事業の担い手となり得る地域資源が存在す

る」１０）なかで、既存の地域の社会資源の再確認とその活

用により総合事業を展開している点に見出すことができ

る。既存の地域の社会資源を最大限に活用し、発展させ

見直すことで総合事業のサービス提供主体の整備を行っ

ている。

１）相違点

２つの自治体における総合事業の取組における相違点

は、長崎県佐々町ではその担い手としてボランティアの

育成とその活用に力を入れていたのに対して、山梨県北

杜市では、既存の地域の社会資源の活用に着目した体制

づくりを実施していたところにある。

総合事業に取り組む自治体の規模や地域性によりその

取り組みにおける違いがあることは当然のことであろ

う。

比較的小規模な自治体では、自治体自らが地域の社会

資源を作り出し運営していくことも可能なようである

が、ある程度の人口規模を有する自治体においては、自

治体自らが地域の社会資源を作り出し運営していくこと

は難しく、地域の社会資源の創造と併せて既存の地域の

社会資源の活用を図ることが総合事業の実施においてよ

り現実的な手法であったようだ。

地域の社会資源の創造においては、自治体主導によっ

てすすめられる場合と、既存の地域の社会資源の活用を

中心としてすすめられる場合があり、どちらの方法を選

択するかについては自治体規模が影響しているものとい

えよう。

２）共通点

長崎県佐々町では、総合事業で提供されるサービスの

担い手としてのボランティアを積極的に活用しているこ

とは先述のとおりである。同町では、これと併せて、介

護予防ボランティアの活動支援として、介護予防推進連

絡会という組織を立ち上げ、関係者間の総合連携、情報

交換等を行いながら、介護予防ボランティアの後方支援

を実施している。

同じく山梨県北杜市においても、平成２３年に地域のボ

ランティア団体等との連絡協議会を立ち上げるととも

に、地域が抱える課題解決のために、個別ケースケア会

議（ミクロレベルの地域ケア会議）、地区小地域ケア会

議（メゾレベルの地域ケア会議）、北杜市地域包括ケア

推進会議（マクロレベルの地域ケア会議）という３階建

て構造の地域ケア会議の仕組みをつくり重層的な対応が

できる支援体制づくりが行われている。

この２つの自治体の総合事業の取組における１つ目の

共通点は、総合事業のサービス提供主体を支援していく

仕組みがある点である。総合事業で提供されるサービス

は、介護保険制度で提供されるサービスと比べ施設基

準、人員基準等が低い。そのため、総合事業のサービス

提供主体に対する後方支援も含めた支援体制の整備は必

須であろう。

２つ目の共通点は、２つの自治体ともに総合事業を開

始する平成２４年度以前から、その実施準備に取り掛かっ

ているという点である。長崎県佐々町では、平成２０年度

より介護予防ボランティア養成講座を実施し、サービス

の担い手となるボランティアの確保を行っている。

山梨県北杜市でも平成２４年度からの総合事業の実施を

見据え、平成２２年度に日常生活圏域ニーズ調査を実施し

ている。これら２つの自治体では、総合事業の実施にあ

たり数年をかけて事業実施へ向けた準備を行っている。

総合事業においては中長期的な視点から計画が要求され

るものである。

２．総合事業の実施後の変化

客観的な指標として判断されるデータとして要介護

（要支援）認定率の推移を用いて総合事業実施後の変化

をみてみることにする。

全国の要介護認定率と長崎県佐々町、山梨県北杜市の

要介護（要支援）認定率の推移についてまとめたものが

表２である。

全国の要介護認（要支援）定率は、平成１８年度の改正

介護保険法施行後一旦低下するが、その後は再び増加の
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表２ 要介護（要支援）認定率の推移

全 国 長崎県
佐々町

山梨県
北杜市

平成１２年度 １１．１ １４．１ ‐
平成１３年度 １１．９ １６．０ ‐
平成１４年度 １３．４ １７．３ ‐
平成１５年度 １４．７ １７．７ ‐
平成１６年度 １５．７ １９．１ ‐
平成１７年度 １６．１ ２１．０ ‐
平成１８年度 １６．２ ２１．５ １２．９
平成１９年度 １６．０ ２０．５ １２．５
平成２０年度 １６．１ ２０．４ １１．９
平成２１年度 １６．１ ２０．９ １２．０
平成２２年度 １６．６ ２０．１ １２．２
平成２３年度 １７．３ １８．８ １１．７
平成２４年度 １７．５ １８．０ １１．３

注）長崎県佐々町、山梨県北杜市提供資料を基に作成。

一途をたどっている。

これに対して、総合事業を実施している長崎県佐々

町、山梨県北杜市では、要介護（要支援）認定率の低下

がみられている。

もちろん、二次予防事業対象者に対する事業や予防給

付利用による介護予防効果も考えられるが、２つの自治

体とも、総合事業を実施する平成２４年度以前から準備段

階を含めた取り組みを行っている。総合事業への取り組

みとその実施が要介護認定率の抑制の要因の一つとなっ

ていることが推察される。

Ⅳ．考 察

ここではこれまでに取上げてきた長崎県佐々町と山梨

県北杜市の２つの自治体で取組まれている総合事業の実

施状況について今後の総合事業の課題を含めて考察する

こととしたい。

１．相違点と共通点に着目して

１）相違点から

総合事業は、市町村の判断・創意工夫により、総合的

に提供することができる事業である。介護保険制度で提

供される介護給付（介護予防給付）のように、全国一律

の基準において、そのサービスが提供されるわけではな

く、自治体の規模やその地域性により、提供されるサー

ビスの種類や内容が変わってくることとなる。

比較的小規模な自治体であるならば、自治体自らが地

域で社会資源を作り出し運営していくことも可能である

かもしれない。しかし、ある程度の人口規模を有する自

治体においては、自治体自らがサービスの種類を整備し

その提供体制を確保していくことは困難といえよう。ま

た、介護保険制度の運営については、複数の自治体が１

つの保険者となって制度を運営することが可能となって

いる。保険者を構成する市町の数と同じ、もしくはそれ

以上の多種多様な地域性が存在することが考えられる。

そのため、様々な地域性に合わせたサービスを保険者（複

数の自治体）が創出していくことは容易ではない。

それぞれの地域の特性に合わせたサービス基盤の整備

を行っていくためには、民間事業者や NPO、ボランティ

アなどの活用と併せて、既存の介護保険サービス事業者

も含めた基盤整備の視点が必要となるであろう。

２）共通点から

２つの自治体における総合事業の取組における共通点

として、総合事業実施後のサービス提供主体を支援して

いく仕組みが必要であることが示唆される。このことは

自治体自らがサービスを創出し運営していく場合だけで

なく、民間事業者や NPO、介護保険サービス事業者に

委託する場合においても同様である。

いま一つに総合事業に取り組んでいる自治体では、地

域の実情を反映した中長期的な高齢者施策を立てて総合

事業に取組んでいることがあげられる。

総合事業を実施するためには、地域の介護需要等の

ピーク時を視野に入れた地域づくりの視点と、その実施

主体である自治体が責任をもって実施していくという気

概が必要であるといえよう。

２．総合事業の実施後の変化に着目して

総合事業を実施した２つの自治体では、要介護（要支

援）認定率の低下がみられている。介護予防事業の効果

も影響しているものとも考えられるが、総合事業への取

組みが要介護（要支援）認定率の低下の要因の一つとなっ

ていることが推測される。

現在、平成２７年度から実施される介護保険法改正の議

論が行われているが、そのなかで要支援認定者が利用し

ている介護予防給付を介護保険から切り離し、数年間を

かけて段階的に地域支援事業に移行させるというものが

あげられている。

社会保障国民会議がその報告書で提言するように、地

域包括ケアシステムの構築は、既存の介護保険制度の枠

内では完結し得ない。介護保険給付と地域支援事業のあ

り方を見直し、要支援認定者が利用する介護予防給付に

ついては、「市町村が地域の実情に応じ、住民の取り組

み等を積極的に活用しながら柔軟かつ効率的にサービス

を提供できる」１１）仕組みづくり（同報告書では「地域包

括推進事業（仮称）」として提言）が必要である。これ

は、まさに現行の介護保険法で行われている総合事業の

イメージと重なるものであろう。

要支援認定者が利用している介護予防給付に係る費用

は、平成２３年度時点で、４，１００億円１２）を要している。こ

れに対し、地域支援事業の事業費は１，７００億円規模１３）と

なっている。第５期の介護保険事業計画（平成２４年度～

― 71―



平成２６年度）中の財源構成では、地域支援事業は上限３％

以内（総合事業を実施する場合は上限４％）とされてい

るため、先の議論を具体化するためには、第６期の介護

保険事業計画（平成２７年度～平成２９年度）策定の過程に

おいて、財源構成の上限を見直す必要がある。但し、こ

こで注意しなければならないことは総合事業を多くの自

治体で実施していくという議論が単に財源確保のための

議論に傾かないようにすることである。単なる財源の移

し替えを行うためだけの総合事業にならないように、総

合事業の趣旨を見落とさないような対応が必要である。

Ⅴ．おわりに

総合事業は、地域包括ケアシステム構築において今後

ますます重要な役割を担うこととなるであろう。総合事

業の実施にあたり重要なことは、総合事業を実施する自

治体が地域包括ケアシステムの構築へ向けて、具体的に

どのような地域づくりを行っていくのかという将来的な

展望をもち、中長期的な高齢者施策を立て、自治体の責

任においてそれを実行していくことにあろう。

それぞれの自治体に応じた地域包括ケアシステムの具

体的なイメージを、そこに住む地域住民と共有化し、地

域づくりを行っていくことが大切である。介護保険制度

においては３年を１期として当該地域（市町村）での介

護保険事業計画の策定が求められており、同計画におい

て地域包括ケアシステムを具体化した内容が盛り込まれ

ることが期待される。また、総合事業では、市町村の判

断・創意工夫により、総合的に提供することが求められ

ているため、自治体が担う役割も大きくなる。

総合事業が単なる要支援認定者に対する介護予防給付

費抑制のためだけの施策になってしまわないためにも、

総合事業に取り組もうとする自治体に対して地域づくり

に等の技術的な助言を含む支援策が必要ではないだろう

か。

今後、新たに総合事業に組む自治体等についてのデー

タなどを加えて介護予防・日常生活支援総合事業の検証

を深めていきたい。
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